
-方,解雇に当たって労働組合や過半数代表者から説明.協譲を求められ
た場合にこれを尽.くすことや労使妻員会からの意見聴取を必要とすること

につVlては,労働者の同意孝く過半数代蓑者等に対してある労働者が解雇さ

れるという事実やその労働者の非違行為等が示されることとなればl被解雇

労働者の個人情報の保護などの間題が串る,

.なお,特に企葉の経営上の必要性たよる解雇の有効性の判断基準について
は.下記2で検討するD

このほか.裁判において解雇が無効とされた場合,通例こ当該解雇による

就労不能は民法第536条第p2項の使用者の責めに帰すべき事由によるものと

して便用者は労働者に解雇の時点以後の賃傘を支払わなければならなvlこ
とについて,腐知することが適当であるo

く2J解雇の意恩表示前における紛争の予防

解雇の事前手続の間題に関連してl使用者がいったん解雇の意息表示をす

ると.労働者は職場から排除され紛争解決にも時間がかかることか.ら,この

ような労働者は解雇すべきだと使用者が考えた場合に,事前に労働者に対し

てその意向を伝え意見を聴くなど.解雇の意恩表示以前の段階で1紛争を予

防する方策を検討できなvlかとの意見があった.

例えば1解雇をするかどうかで紛争が起きた場合の伸裁の括用を推準する

ことや,解雇をすろかどうか1解雇対象者を誰にするか等の紛争を労働審判

に持ち込めるようにすることで審判に紛争の予防的機能を持たせることが

考えられるのではなvlかとの意見があったが,これについては,仲裁制度.

労働審判制度の括用状況等を踏まえで慎重に検討すろ必要があるD

く31出訴期間の制限

我が国においては,労働者が解雇の効力を争う場合に出読期間の定めがな

いため1法律関係の早期安定の観点から,これにつVlても検討する必要があ

るとの意見があったD

労働者が解雇の効力を争う場合の出訴期間を制限することについて臥労
働者が裁判所に訴えることに債れていない現状があることから1労働者が訴
えを提起するまでの間に出訴期間が徒過してしまいl労働者の裁判を受ける

権利を侵害することになりかね卑いという間題があるo
しかし, -方でl個別労働紛争解決制度や労働審判制度など労働者にとっ

て身近と考えられる紛争解決制度も増加してきており,労働者がこれらの制

度を利用することが考えられるo現在1これらの紛争解決制度におVlてはそ

れが不調とpなり後日訴訟を提起した場合の1賃金請求権等の時効の中断につ
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